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議
案
第
42
号

市
長
の
専
決
処
分
事
項
の
承
認

　

第
５
工
業
団
地
事
業
用
地
を
次
の
と

お
り
、
売
却
す
る
も
の
で
す
。

所

在

地　

鬼
怒
ケ
丘
一
丁
目
６
番
１

地　
　

籍　

１
万
５
０
７
０
・
０
９
㎡

売
却
価
格　

３
億
２
千
万
円

相

手

方　

株
式
会
社　

虎
昭
産
業

議
案
第
43
号

教
育
委
員
会
委
員
の
選
任

　

井い

原は
ら　

宣の
ぶ

子こ

氏
（
小
林
）

議
案
第
47
号　

市
税
条
例
の
一
部
改
正

　

個
人
市
民
税
及
び
固
定
資
産
税
の
前

納
報
奨
金
制
度
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
48
号　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

認
定
子
ど
も
園
、
幼
稚
園
及
び
保
育

所
の
教
育
・
保
育
施
設
や
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

も
の
で
す
。

議
案
第
49
号　

家
庭
的
保
育
事
業
等
に
関
す
る
条
例
の

制
定

　

乳
児
又
は
幼
児
を
保
育
者
の
居
宅
な

ど
で
保
育
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
の

ほ
か
小
規
模
保
育
事
業
、
居
宅
訪
問
型

保
育
事
業
及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
の

設
備
・
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

も
の
で
す
。

議
案
第
50
号　

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る

条
例
の
制
定

　

保
護
者
が
昼
間
家
庭
に
い
な
い
10
歳

未
満
の
児
童
に
対
し
、
授
業
終
了
後
に

児
童
館
等
な
ど
を
利
用
し
て
適
切
な
遊

び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
図
る
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
・
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
も
の
で
す
。

議
案
第
51
号　

平
成
25
年
度
水
道
事
業
会
計
未
処
分
利

益
剰
余
金
の
処
分

　

未
処
分
利
益
剰
余
金
８
億
７
９
５
７

万
５
３
５
４
円
の
う
ち
、
５
千
万
円
を

減
債
積
立
金
に
、
２
億
円
を
建
設
改
良

積
立
金
に
積
み
立
て
、
残
り
を
翌
年
度

に
繰
り
越
す
も
の
で
す
。

議
案
第
52
号

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
１
８
８
万

４
千
円
を
追
加
す
る
も
の
で
、
主
な
歳

出
の
内
容
は
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
給
付
事
業
費
、
住
宅
用
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
補
助
金
、
農
地
台

帳
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業
費
、
街
路
灯
設

置
補
助
金
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
53
号　

平
成
26
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計

（
保
険
事
業
勘
定
）
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
６
２
９
万
４
千

円
を
追
加
す
る
も
の
で
、
主
な
歳
出
の

内
容
は
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
積
立

金
及
び
過
誤
納
還
付
金
を
補
正
す
る
も

の
で
す
。

 

議
員
案
第
７
号

「
手
話
言
語
法
」
の
制
定
を
求
め
る

意
見
書

　

手
話
と
は
、
日
本
語
を
音
声
で
は
な

く
、
手
や
指
、
体
な
ど
の
動
き
や
顔
の

表
情
を
使
っ
て
相
手
に
伝
え
る
言
語
で

あ
り
、
独
自
の
語
彙
や
文
法
体
系
を
持

つ
。
ま
た
手
話
を
使
う
ろ
う
者
に
と
っ

て
、
音
声
言
語
と
同
様
に
、
手
話
は
大

切
な
情
報
獲
得
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
手
段
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
て
き

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
聾
学
校
で
は
手
話

は
禁
止
さ
れ
、
社
会
で
は
手
話
を
使
う

こ
と
で
差
別
さ
れ
て
き
た
長
い
歴
史
が

あ
る
。

　

平
成
18
年
12
月
に
採
択
さ
れ
た
国
連

の
障
害
者
権
利
条
約
に
は
、
「
手
話
は

言
語
」
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
国

は
本
年
１
月
に
障
害
者
権
利
条
約
を
批

准
し
た
。
批
准
に
先
立
ち
、
国
は
国
内

法
の
整
備
を
進
め
、
平
成
23
年
８
月
に

公
布
・
施
行
し
た
「
改
正
障
害
者
基
本

法
」
で
は
「
全
て
の
障
害
者
は
、
可
能

な
限
り
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の

他
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
に
つ
い

て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と

も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利
用
の
た
め

の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡

大
が
図
ら
れ
る
こ
と
」
と
定
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
同
法
22
条
で
は
、
国
・
地
方

公
共
団
体
に
対
し
情
報
の
利
用
に
お
け

る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
を
義
務
づ
け
て

お
り
、
手
話
が
音
声
言
語
と
対
等
な
言

語
で
あ
る
こ
と
を
国
民
に
広
め
、
聴
覚

に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
が
手
話
を
身
に

つ
け
、
手
話
で
学
べ
、
自
由
に
手
話
が

使
え
、
さ
ら
に
は
手
話
を
言
語
と
し
て

普
及
、
研
究
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境

整
備
に
向
け
た
法
整
備
を
国
と
し
て
実

現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
、
次
の
事
項

を
踏
ま
え
た
「
手
話
言
語
法
」
の
制
定

を
強
く
求
め
る
。

①
手
話
が
音
声
言
語
と
対
等
な
言
語
で

あ
る
こ
と
を
国
民
に
広
め
、
聴
覚
に
障

害
の
あ
る
子
ど
も
が
手
話
を
身
に
つ

け
、
手
話
で
学
べ
、
自
由
に
手
話
が
使

え
、
さ
ら
に
は
手
話
を
言
語
と
し
て
普

及
、
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
整

備
を
目
的
と
し
た
「
手
話
言
語
法
」
を

制
定
す
る
こ
と
。

　

本
市
議
会
は
、
こ
の
意
見
書
を

可
決
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ

め
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

働
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長

あ
て
に
送
付
し
ま
し
た
。

主
な
議
案
等
の
内
容


